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津
波
避
難
ビ
ル
の
津
波
に
対
す
る
安
全
性
の
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
津
波
避
難
ビ
ル
の
津
波
に
よ
る
被
害
の
原
因
の
分
析
、
並
び
に
、
今
後
、
津
波
避
難
ビ
ル
と
し
て

指
定
す
る
た
め
の
新
た
な
設
計
基
準
等
、
津
波
避
難
ビ
ル
の
津
波
に
対
す
る
安
全
性
の
問
題
等
に
関
し
て
、
質
問
す
る
。

一

東
日
本
大
震
災
の
津
波
被
害
建
物
（
特
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
）
の
被
害
原
因
を
、
国
と
し
て
は
ど
う
分
析
し
て
い
る

の
か
。
ま
た
、
そ
の
分
析
の
結
果
、
津
波
避
難
ビ
ル
と
し
て
指
定
す
る
た
め
の
新
た
な
設
計
基
準
が
検
討
さ
れ
、
制
定
さ
れ

た
の
か
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
地
方
自
治
体
や
建
築
士
等
に
対
し
て
周
知
徹
底
が
な
さ
れ
た
の
か
。

二

東
日
本
大
震
災
被
災
地
に
お
け
る
、
大
震
災
前
の
津
波
避
難
ビ
ル
の
指
定
状
況
は
ど
う
か
。
ま
た
、
当
該
避
難
ビ
ル
に
避

難
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
津
波
に
よ
る
死
傷
者
が
出
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
あ
る
の
か
。
死
傷
者
が
出
た
津
波
避
難
ビ
ル
は

何
棟
か
。

三

南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
等
被
害
想
定
の
結
果
、
国
は
、
津
波
避
難
ビ
ル
の
津
波
に
対
す
る
安
全
性
に
つ
い
て
、
設
計
基
準

を
見
直
す
必
要
は
な
い
の
か
。

四

国
の
「
津
波
避
難
ビ
ル
等
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
、
津
波
に
対
す
る
安
全
性
に
つ
い
て
明
確
な
基
準
が
示
さ
れ
て
い

る
か
。
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五

津
波
に
対
す
る
安
全
性
の
診
断
方
法
に
つ
き
、
都
道
府
県
や
市
町
村
に
周
知
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
周
知
徹
底
の

現
状
と
今
後
の
予
定
に
つ
い
て
伺
う
。

六

新
築
す
る
場
合
、
津
波
避
難
ビ
ル
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
木
造
以
外
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
津
波
想
定
地
域
に
建

て
る
す
べ
て
の
建
築
物
の
津
波
に
対
す
る
安
全
性
に
つ
い
て
、
今
後
、
建
築
確
認
審
査
の
要
件
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

七

地
方
自
治
体
が
、
条
例
で
、
津
波
等
に
よ
る
危
険
の
著
し
い
区
域
を
「
災
害
危
険
区
域
」
と
し
て
指
定
し
、
住
宅
建
築
の

禁
止
そ
の
他
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
制
限
を
条
例
に
位
置
付
け
て
い
る
が
、
条
例
を
制
定
し
た
地
方
自
治
体
は
ど
れ
く
ら

い
あ
る
の
か
。
ま
た
、
条
例
制
定
を
今
後
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
。

八

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
法
に
基
づ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
「
津
波
災
害
特
別
警
戒
区
域
」
の
指
定
、
及
び
、

市
町
村
が
条
例
で
定
め
る
区
域
、
い
わ
ゆ
る
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
の
現
状
は
ど
う
か
。
ま
た
、
条
例
制
定
を
今
後
ど
の
よ
う
に
進

め
て
い
く
の
か
。

九

国
と
し
て
、
市
町
村
に
よ
る
指
定
状
況
の
把
握
（
津
波
に
対
す
る
判
定
を
ど
の
よ
う
に
実
施
し
て
い
る
か
等
を
含
む
）
を

行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

十

国
は
、
市
町
村
が
公
共
建
築
物
の
津
波
に
対
す
る
安
全
性
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
場
合
に
、
財
政
そ
の
他
の
支
援
を
し
て

二



い
る
の
か
。
支
援
を
し
て
い
れ
ば
そ
の
内
容
を
伺
う
。

十
一

民
間
所
有
の
津
波
避
難
ビ
ル
等
の
津
波
に
対
す
る
安
全
性
の
調
査
及
び
そ
の
調
査
の
結
果
、
補
強
を
要
す
る
場
合
の
工

事
の
費
用
に
つ
い
て
、
国
及
び
地
方
自
治
体
の
支
援
が
必
要
と
考
え
る
が
、
所
有
者
の
負
担
軽
減
を
ど
の
よ
う
に
図
る
の

か
。

右
質
問
す
る
。
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